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○松本市成年後見制度利用支援事業実施要綱 

平成２０年３月３１日 

告示第１５５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者（以下「要支援

者」という。）の福祉の増進を図るため、民法（明治２９年法律第８９号）で定める成年後見制度に

ついて、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第

３７号）第２８条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５

１条の１１の２の規定に基づいて市長が行う後見、保佐及び補助開始等の審判の請求その他必要な支

援について定めることを目的とする。 

（支援の種類） 

第２条 支援の種類は、次に掲げる審判の請求（以下「審判請求」という。）並びに審判の請求に要す

る費用（以下「申立費用」という。）及び成年後見人、保佐人又は補助人（以下「成年後見人等」と

いう。）の報酬に係る費用の助成とする。 

(1) 民法第７条に規定する後見開始の審判 

(2) 民法第１１条に規定する保佐開始の審判 

(3) 民法第１３条第２項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判 

(4) 民法第８７６条の４第１項に規定する保佐人に代理権を付与する審判 

(5) 民法第１５条第１項に規定する補助開始の審判 

(6) 民法第１７条第１項に規定する補助人に同意権を付与する審判 

(7) 民法第８７６条の９第１項に規定する補助人に代理権を付与する審判 

（審判請求） 

第３条 市長は、配偶者若しくは二親等内の親族がない要支援者（審判請求をする三親等又は四親等の

親族が明らかに存在する要支援者を除く。以下この条において同じ。）又は親族があっても音信不通

の状況等にある要支援者であって、本人の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めた者

（以下「対象者」という。）の審判請求を行うものとする。 

（審判請求の費用負担） 

第４条 市長は、審判請求について、家事事件手続法（平成２３年法律第５２号）第２８条第１項の規

定により、審判請求に係る費用（以下「審判請求費用」という。）を負担する。 

（審判請求費用の求償） 

第５条 市長は、前条の規定に基づいて負担した審判請求費用について、対象者又は関係人が負担すべ

きであると判断したときは、負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第２８条第

２項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを家庭裁判所に対し行い、対象者又は関係人

に求償するものとする。 
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（報酬の助成） 

第６条 市長は、審判請求により成年後見人等が選任された場合であって、当該審判を受けた者（以下

「成年被後見人等」という。）が報酬費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況に

あると認められるときは、月額２８，０００円を限度額として当該報酬費用を助成するものとする。 

（申請） 

第７条 成年後見人等又は成年被後見人等（以下「申請者」という。）は、助成金の支給を申請しよう

とするときは、松本市成年後見制度利用支援助成金支給申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）

に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。 

（通知） 

第８条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するとともに、その

旨を松本市成年後見制度利用支援助成金支給決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通知

するものとする。 

（成年後見人等の報告義務） 

第９条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況等に変化があったときは、松本市成

年後見制度利用支援助成金支給中止（変更）届（様式第３号）により、速やかに市長に報告しなけれ

ばならない。 

（助成の中止等） 

第１０条 市長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況等の変化又は死亡等により助成の理由

が消滅若しくは著しく変化したと認めるときは、助成を中止又は助成金額を変更することができる。 

２ 市長は、助成を中止又は助成金額を変更するときは、松本市成年後見制度利用支援助成金支給中止

（変更）決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第１１条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、既に支給した助成

金の全額又は一部の返還を命ずることができる。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第８８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の松本市成年後見制度利用支援事業実施要綱による様式は、当分の間この告

示による改正後の松本市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定による様式とみなす。 
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附 則（令和５年２月２８日告示第６５号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第１０条関係） 

 


